
12 

［参考］ 

  推定組織率を算出する際に労働力調査の雇用者数を使用していますが、労働力調査（平成 23年 6月

分）は、東日本大震災による影響により、調査実施が困難となった岩手県、宮城県及び福島県を除いて

全国の結果を公表しているため、これら 3 県を除いた労働組合員数を元に、推定組織率を算出し、参考

として掲載します。 

 

 
 

組合 千人 万人 ％

平成 23 年 24,763 9,709 5,269 18.4
(2,873) (2,244) (12.8)

　 　

注：　1）　（　）内は女性についての数値である。

　　　2）　雇用者数は、労働力調査（総務省統計局）の６月分の数値である（以下同じ）。

第１表　労働組合数、労働組合員数及び推定組織率（単一労働組合）

（岩手県、宮城県及び福島県を除く）

年 雇用者数
推定

組織率
労働

組合数
労働

組合員数
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（岩手県、宮城県及び福島県を除く）  

労働組合員数（人）

構成比

千人 千人 ％ 万人 ％

総 計 9,547 (2,842) 100.0 5,269 …

農 業 ， 林 業 、 漁 業 13 (1) 0.1 58 2.2

鉱 業 , 採 石 業 , 砂 利 採 取 業 5 (1) 0.0 3 15.9

建 設 業 820 (56) 8.6 386 21.3

製 造 業 2,640 (421) 27.7 956 27.6

電 気 ・ ｶ ﾞ ｽ ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 180 (25) 1.9 32 56.3

情 報 通 信 業 379 (72) 4.0 177 21.4

運 輸 業 , 郵 便 業 854 (78) 8.9 321 26.6

卸 売 業 , 小 売 業 1,138 (556) 11.9 904 12.6

金 融 業 ， 保 険 業 716 (352) 7.5 146 49.0

不 動 産 業 , 物 品 賃 貸 業 29 (8) 0.3 95 3.0

学 術 研 究 ,専 門 ・技術サ ービ ス業 146 (26) 1.5 152 9.6

宿 泊 業 , 飲 食 サ ー ビ ス 業 128 (62) 1.3 301 4.2

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 , 娯 楽 業 111 (52) 1.2 175 6.4

教 育 , 学 習 支 援 業 535 (288) 5.6 250 21.4

医 療 , 福 祉 454 (350) 4.8 622 7.3

複 合 サ ー ビ ス 事 業 253 (66) 2.7 41 61.8

サービス業(他に分類されないもの) 180 (37) 1.9 394 4.6

公務 (他に分類されるもの を除く ) 906 (373) 9.5 216 41.9

分 類 不 能 の 産 業 60 (19) 0.6 62 …

注：　1)　「分類不能の産業」の労働組合員数には、複数産業の労働者で組織されている労働組合及び

　　　　　産業分類が不明の労働組合の労働組合員数が含まれる。

　　　2)　（　）内は女性についての数値である。

第２表　産業別労働組合員数及び推定組織率（単位労働組合）

産　　　　　　業
　　労働組合員数

雇用者数
推定

組織率
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（岩手県、宮城県及び福島県を除く）

構成比

千人 ％ 万人 ％

 計 8,036 100.0 4,756 16.9

1,000 人 以 上 5,036 62.7 1,043 48.3

    300  ～  999人 1,159 14.4

    100　～  299人 625 7.8

     30　～   99人 208 2.6

　 　29 人 以 下 31 0.4

そ　の　他 978 12.2 ･･･ ･･･

注：　1）　「その他」には、複数企業の労働者で組織されている労働組合及び規模不明の　　　　

　　　　 には、「規模不明」が含まれる。

1.0

雇用者数
推定

組織率

第３表　企業規模別（民営企業）労働組合員数及び推定組織率（単位労働組合）

　　　　　労働組合の労働組合員数が含まれる。

　　　2）　雇用者数は、労働力調査の民営企業（農林業を除く。）の数値であり、「計」

労働組合員数

1,324

企　業　規　模

13.5

2,340

（岩手県、宮城県及び福島県を除く）

千人 ％ 万人 ％

   平成 23 年 754 7.9 1,297 5.8

注：　1)　「パートタイム労働者」とは、短時間勤務の正規労働者以外で、その事業所の

　　　　一般労働者より1日の所定労働時間が短い者、1日の所定労働時間が同じであっても

　　　　1週の所定労働日数が少ない者及び事業所において、パートタイマー、パート等と

　　　　呼ばれている労働者をいう。

　　　2)　「短時間雇用者数」は、労働力調査の雇用者数のうち就業時間が週35時間未満の

　　　　雇用者の数値である。

　　　3)　「推定組織率」は、パートタイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除し

　　　　て得られた数値である。

第４表　パートタイム労働者の労働組合員数及び推定組織率（単位労働組合）

年 推定組織率
全労働組合員
数に占める

割合
短時間雇用者数

パートタイム
労働者の

労働組合員数


